
（平成２３年３月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 11 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 48年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年５月 

「ねんきん定期便」を確認したところ、申立期間の国民年金保険料が未

納になっていることが分かった。 

申立期間当時は、母が家族全員の国民年金保険料を納付し、両親は申立

期間を含め国民年金加入期間の保険料を全て納付しており、また、私は、

申立期間の前後の期間は国民年金保険料の納付記録があるので、申立期間

の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料

を全て納付している上、申立期間当時、申立人の国民年金保険料を納付してい

たとする母親は、その夫の分も含め国民年金加入期間について、国民年金保険

料を全て納付しており、申立人の母親の国民年金保険料の納付意識の高さがう

かがえるとともに、申立期間は１か月と短期間である。 

また、オンライン記録により、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人

の前後の被保険者の記号番号の払出時期から、平成７年９月頃に払い出されて

いることが推認でき、当該時点において、申立期間は国民年金保険料を過年度

納付することが可能な期間である上、申立期間前後の期間の国民年金保険料は、

過年度納付により毎月納付されていることが確認できることから、申立期間の

国民年金保険料納付書は申立期間前後の期間の納付書と一緒に発行されていた

ことが推認できることを踏まえると、申立期間のみ未納とされているのは不自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 2325 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年４月 

私は、昭和 52 年５月にＡ市役所において国民年金に任意加入した。以後、

住所の変更もあったが国民年金保険料は定期的に納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年５月に、Ａ市において任意加

入により払い出されており、国民年金の加入期間については、申立期間を除き

全ての国民年金保険料が納付されているなど、申立人の納付意識の高さがうか

がえる。 

また、申立期間は１か月と短期間である上、申立期間の前後において、申

立人の生活状況に大きな変化は見られないことなどを踏まえると、申立期間の

国民年金保険料については、納付されていたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3380 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間②のうち、昭和 55 年８月１日から同年９月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 30万円に訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 13年生   

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月１日から同年 10月１日まで 

         ② 昭和 38年 10月１日から平成２年５月８日まで 

昭和 38 年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、同社を平成２年５

月７日に退社している。 

申立期間①について、標準報酬月額が１万 8,000円と記録されており、入

社時の実際の給与支給額２万円より低い金額である上、大学を卒業して同

期入社した同僚と比べても低額となっていると思う。 

また、申立期間②の標準報酬月額も実際の給与支給額より低く記録されて

いると思われるので、当該事業所が正しい届出を行っているのかを含め、

調査の上、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間②のうち、昭和 55 年８月１日から同年９月１日までの期間につ

いては、Ａ社が加入するＣ厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当

該期間の標準報酬月額は 30万円と記録されていることが確認できる。 

  また、Ｃ厚生年金基金が保管する健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬

改定通知書（昭和 55 年８月 29 日付けの社会保険事務所の確認印有り）に

より、申立人の当該期間の標準報酬月額が 30 万円として届け出られている

ことが確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報

酬月額は申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

申立人の当該期間に係る標準報酬月額については 30 万円に訂正することが



  

妥当である。 

 

２ 申立期間①については、申立人は大学を卒業した同期入社の社員に比べて

自身の標準報酬月額が低すぎると申し立てているところ、申立事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立事業所が保管する健康保険

厚生年金保険被保険者資格取得届（昭和 38 年７月１日付けの社会保険事務

所の確認印有り）により、申立人及び申立事業所が申立人と同期に入社し

たとする者で、申立人と同日の昭和 38 年４月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得していることが確認できる５人の同僚及び申立人の計６人

（いずれも大学卒業者）の標準報酬月額は、いずれも同額の１万 8,000 円

で届け出られていることが確認でき、申立人の標準報酬月額が同期入社の

同僚の標準報酬月額と比べて、低額であるという事情は見当たらない。 

  また、申立事業所が保管する申立期間①当時の労働組合との協定書によれ

ば、昭和 38 年４月１日付け入社の大学卒業者理科系の新入社員は基本給が

１万 7,540 円、通勤手当の月額上限が 750 円であったことが確認できるこ

とから判断すると、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬

月額が１万 8,000円として届け出られていることに不自然さは無い。 

  さらに、申立事業所は、「申立期間①当時の賃金台帳は保管していないが、

当社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届に記載され

ているとおり、同期入社の者は同じ標準報酬月額で届け出ているはずであ

る。」と回答している上、申立人が、申立期間①において、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

３ 申立期間②のうち、昭和 38 年 10 月１日から 55 年８月１日までの期間及

び同年９月１日から平成２年５月８日までの期間については、申立人は、

自身の標準報酬月額が当時の給与支給額に見合う標準報酬月額に比べて低

すぎると申し立てているところ、前述の被保険者名簿及び申立人に係る厚

生年金基金の加入員記録は、オンライン記録と一致している。 

また、申立事業所が保管する平成元年 12 月から２年５月までの期間に係

る賃金台帳から、給与支給額又は厚生年金保険料の控除額に見合う標準報

酬月額を検証したところ、当該標準報酬月額はオンライン記録上の標準報



  

酬月額と同額又は下回る額であると認められる。 

 さらに、申立人が、当該期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3381 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 16 年９月に係る標準報酬月額については、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報

酬月額とならない記録とされているが、申立人は、当該期間について、標準報

酬月額（28 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基

づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 27年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年４月７日から 20年３月１日まで 

年金事務所が記録する標準報酬月額には、支給されていた通勤手当に相当

する額が含まれていないので、Ａ社に申し入れを行った結果、同社から年

金事務所に報酬月額に係る訂正届が提出されたとのことだったが、申立期

間については、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅しているとの理

由で、標準報酬月額が年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とならない

記録とされている。 

申立期間における標準報酬月額を年金額の計算の基礎となる標準報酬月額

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間のうち、平成 16年９月１日から同年 10月１日までの期間につい

ては、Ａ社が提出した当該期間に係る賃金台帳により、申立人は、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 



  

また、標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を改定又

は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の給与支給

総額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間に係る標準報酬月額については、申立事業所が提

出した上記賃金台帳において確認できる給与支給総額及び厚生年金保険料

の控除額から、28万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、オンライン記録により、当該保険料を徴収する権利が時効により

消滅した後の平成 22 年４月 22 日に、事業主は、申立人の申立期間に係る

健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届（訂正）を提出したこ

とが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間のうち、ⅰ）平成 16 年５月１日から同年９月１日までの期間及

び同年 10 月１日から 20 年３月１日までの期間については、申立事業所が

提出した賃金台帳において確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録上の標準報酬月額を上回っていることが確認できるものの、

保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準報酬月額と

同額であると認められること、ⅱ）16 年４月７日から同年５月１日までの

期間については、申立事業所が提出した賃金台帳において確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準報酬月額と同額

であり、また、報酬月額に見合う標準報酬月額もオンライン記録上の標準

報酬月額を下回っていると認められることから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係

る記録を昭和 38 年２月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年２月１日から同年６月１日まで 

Ｃ社を退職し、すぐにＡ社Ｄ支店に勤務し、その後、同社Ｂ支店に転勤し、

勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。

私が所持している日記により昭和 37 年 11 月９日から同社Ｂ支店に転勤し

ていることが確認できるが、同じく所持している 38 年２月分の給与明細書

により、当該月の給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認で

きるので、申立期間を同社Ｂ支店に係る厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した昭和 38 年２月分の給与明細書、37 年 11 月の申立人の日

記、Ａ社から申立人に授与された 38 年５月５日付けの表彰状などから判断す

ると、申立人は、申立期間において、同社Ｂ支店に勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと推認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給与明細書において確

認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額並びにＡ社Ｂ支店に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿で確認できる昭和 38 年６月の標準報酬月額から、

３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、Ａ社Ｂ支店は既に厚生年金保険の適用事業所に該



  

当しなくなっており、事業主も連絡先が不明である上、同社は昭和 48 年９月

20 日に破産終結しており、当時の代表取締役は病気のため聴取できず、当該

代表取締役の子からも、賃金台帳等の資料も一切残されていないため当時の状

況は全く不明である旨の回答が得られており、ほかに確認できる関連資料及び

周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 12 年４月 1 日から同年５月１日までの期

間及び同年６月１日から 18 年 11 月 21 日までの期間については、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

ることが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、12 年

４月及び同年６月から 14 年 11 月までの期間は 34 万円、同年 12 月及び 15 年

１月は 32 万円、同年２月及び同年３月は 34 万円、同年４月は 41 万円、同年

５月から 16 年９月までは 34 万円、同年 10 月から 17 年８月までは 32 万円、

同年９月は 34万円、同年 10月から 18年８月までは 28万円、同年９月及び同

年 10月は 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月１日から 18年 11月 21日まで              

年金事務所からの連絡により、勤務していたＡ社に係る申立期間の標準

報酬月額が、実際に支給されていた給与月額より低く記録されていること

に気付いた。提出した給与明細書及び預金通帳（写し）により、給与月額

及び厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額が、年金事務所が記録

する標準報酬月額より高いことが確認できるので、申立期間の標準報酬月

額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内



  

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 12 年４月 1 日から同年 5 月 1

日までの期間及び同年６月 1 日からから 18 年 11 月 21 日までの期間における

標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書、弁護士事務所から入

手した平成 18 年度賃金台帳などから確認又は推認できる報酬月額及び厚生年

金保険料の控除額から、12 年４月及び同年６月から 14 年 11 月までの期間は

34 万円、同年 12 月及び 15 年１月は 32 万円、同年２月及び同年３月は 34 万

円、同年４月は 41万円、同年５月から 16年９月までは 34万円、同年 10月か

ら 17 年８月までは 32 万円、同年９月は 34 万円、同年 10 月から 18 年８月ま

では 28万円、同年９月及び同年 10月は 26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、前述の給与明細書等で確認又は推認できる報酬月額及び厚生年金保険料

の控除額に見合う標準報酬月額が、当該期間についてオンライン記録で確認で

きる標準報酬月額と長期間にわたり一致していない上、平成 16年度及び 17年

度の申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届並び

に申立人の申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届により、

事業主が申立人について届け出た標準報酬月額がオンライン記録で確認できる

標準報酬月額と一致していることから、社会保険事務所（当時）は、当該期間

について、前述の給与明細書などにおいて確認又は推認できる報酬月額及び厚

生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

一方、平成 12 年５月の標準報酬月額については、申立人が所持する同年５

月分の給与明細書及び申立人の供述から判断すると、申立人の報酬月額に見合

う標準報酬月額がオンライン記録で確認できる標準報酬月額より低額であるこ

とから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3384 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立期間について、申立人が主張する標準賞与額に係る届出を

社会保険事務所（当時）に対し行ったと認められることから、申立人の申立期

間に係る標準賞与額の記録を平成 16 年 12 月 15 日は 40 万円、17 年８月８日

は 30万円に訂正することが必要である。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 15日 

             ② 平成 17年８月８日 

年金事務所からの連絡により、Ａ社に勤務していた申立期間における標 

準賞与額が、私が所持している給与明細書等で確認できる金額より一桁
けた

少な  

なく記録されていることが分かったので、申立期間に係る標準報酬月額の

記録を、実際に支給された賞与に見合う記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した賞与明細書及びＡ社が提出した賃金台帳により、申立人

は平成 16 年 12 月５日に 40 万円、17 年８月８日に 30 万円の賞与の支給を受

け、当該賞与支給額に見合う標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが確認できる。 

一方、Ａ社が提出した、申立期間に係る厚生年金保険被保険者賞与支払届

（控）では、申立人について、オンライン記録のとおり、申立期間①について

は４万円、申立期間②については３万円の賞与が支払われた旨記録されている

ことが確認できる。 

しかしながら、前述の賞与支払届と同日に受け付けられた、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表（控）では、前述の賞与明細書及び

賃金台帳の記録並びに申立内容のとおり、申立人について、申立期間①につい

ては 40万円、申立期間②については 30万円の賞与が支払われた旨記録されて

いることが確認できる上、申立人の賞与について誤って１桁少なく届け出られ

ている同賞与支払届の「㋒通貨によるものの額」欄の記載が漏れているにもか



  

かわらず、これが確認された形跡が無いまま（空欄のまま）受け付けられてい

ることが確認できるところ、年金事務所は、「被保険者賞与支払届と同総括表

は、同時に事業主から提出される。被保険者賞与支払届については、事業主が

単位を誤って記載したものと思われるが、社会保険事務所の担当者が両方の書

類を照合していれば、標準賞与額が相違していることに気付いたはずであり、

当時の担当者の確認が不十分であったと認められる。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立期間について、申立人が主

張する標準賞与額（平成 16 年 12 月 15 日は 40 万円、17 年８月８日は 30 万

円）に係る届出を社会保険事務所に対し行ったと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3385 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は平成７年９月１日であると認められることから、申立人の同社におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、59 万円とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間②について、申立人のＢ社における標準報酬月額は 22 万円

であると認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①平成７年８月 31日から同年９月１日まで 

             ②平成７年９月１日から８年４月１日まで 

Ａ社からＢ社に事業所名称が変更となったが、継続して勤務していたにも

かかわらず、平成７年８月に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ないので、申立期間①を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間②について、Ｂ社では、約 80 万円の給与の支給を受けて

いたので、当該支給額を標準報酬月額として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によれば、申立人のＡ社における厚

生年金保険被保険者資格の喪失日については、当初、平成７年９月１日と

記録されていたにもかかわらず、同年 11 月１日に、当該記録を取り消し、

同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日である同年８月 31

日に遡及して訂正する処理が行われていることが確認できる。 

また、オンライン記録によれば、申立人を除く被保険者 49 人全員につい

ても、申立人と同様に、平成７年 11 月１日に、Ａ社における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日を当初の同年９月１日から同年８月 31 日に遡及して

訂正する処理が行われていることが確認できる。 



  

さらに、Ａ社について、平成７年 11 月１日に、同年８月 31 日付けで厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった旨の処理が行われているが、

法人登記の記録によれば、同社は 14 年 12 月３日に解散していることが確

認できる上、オンライン記録により、申立人と同日に、同社に係る厚生年

金保険被保険者の資格を喪失し、Ｂ社に係る同資格を取得していることが

確認できる同僚二人が、「会社の名称は変わったが、私も申立人も継続し

て勤務していた。」と供述していることから判断すると、申立期間①にお

いても、同社が厚生年金保険の適用事業所としての要件を満たしていたこ

とが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年９月１日の厚

生年金保険被保険者の資格喪失を遡って取り消す処理を行う合理的な理由

は見当たらず、当該処理は有効なものとは認められないことから、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、取消処理される前

の同年９月１日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成７

年７月のオンライン記録から、59万円とすることが妥当である。 

 

２ Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格を平成８年４月１日に喪失してい

る申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、オンライン記録に

よれば、７年 10 月９日に 22 万円で記録されていたにもかかわらず、同社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった８年４月 30 日から約１か

月後の８年６月６日に、９万 2,000 円に遡及して減額する処理が行われて

いることが確認できる。 

また、オンライン記録によれば、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者資格

を同社が厚生年金保険の適用事業所に初めて該当することとなった平成７

年９月１日に取得していることが確認できる被保険者 58 人（事業主を含

む。）についても、申立人と同様に、８年６月６日に、標準報酬月額を遡

及して減額する処理が行われていることが確認できる。 

さらに、法人登記の記録によれば、申立人は、申立期間②において、取

締役であることが確認できるが、Ｂ社に係る雇用保険の被保険者記録が確

認でき、申立人と同様に取締役であることが確認できる二人は、「申立人

は総務事務関係に関わっていなかった。」と供述していることから判断す

ると、前述の遡及減額処理に申立人が関わっていたとは考え難い。 

一方、申立人は、申立期間②に係る標準報酬月額について、約 80 万円の

給与の支給を受けていたにもかかわらず、当該支給額に比べて標準報酬月

額が低く記録されているので、当該支給額を標準報酬月額として認めてほ

しいと申し立てているが、申立期間②当時の厚生年金保険に係る標準報酬

月額の最高額が 59 万円である上、標準報酬月額について上記の遡及減額処



  

理が行われている被保険者全員の訂正前の標準報酬月額が９万 8,000 円か

ら 22 万円であることから判断すると、申立人の標準報酬月額が遡及減額処

理される前の 22 万円を超えた 59 万円までの範囲内であったと認める事情

は確認できず、このほか、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料が

控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成８年６月６日に行

なわれた、申立期間②に係る標準報酬月額を９万 2,000 円に遡及して減額

する処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該処理による標準報酬月額

の減額に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の申立

期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届

け出た 22万円に訂正することが必要と認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を平成 19 年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 28 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 10月 31日から同年 11月１日まで 

平成 19 年 10 月 31 日までの期間においてＡ社に勤務しており、提出して

いる同年 10 月分の給与明細書により、厚生年金保険料が控除されているこ

とが確認できるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する平成 19 年 10 月分の給与明細書、雇用保険の被保険者記

録並びにＡ社が提出した申立人に係る「平成 19年度勤務表」及び「平成 19年

分所得税源泉徴収簿」により、申立人が申立期間において同社に勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、前述の給与明細

書において確認できる支給総額及び厚生年金保険料の控除額から、28 万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当時の事務担当者が厚生年金保険被保険者資格の喪失日を

誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人に係る平成 19年 10月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 3387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者種別については、事業主が

第３種被保険者として届出を行ったと認められることから、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格の被保険者種別に係る記録を第１種から第３種に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日  ： 昭和４年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 26年 11月 26日から 28年 11月１日まで 

Ａ社Ｂ事業所において、入社時から３交代制で１日８時間以上、坑内の

業務に従事していたにもかかわらず、申立期間に係る厚生年金保険の被保

険者記録が厚生年金保険第１種被保険者とされている。所属部署も業務内

容も入社時から退職時までの期間において同じで変更は無かった。また、

私の義兄も私と同じ同社Ｂ事業所で同様の業務に従事していた。 

申立期間を厚生年金保険の第３種被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「入社した時から退職するまでの期間において所属部署、業務

内容及び勤務形態に変更は無く、３交代制で１日８時間以上、坑内業務に従事

していた。」と供述しているところ、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により申立期間当時に厚生

年金保険の第３種被保険者記録が確認できる複数の同僚（坑内員）は、「Ａ社

Ｂ事業所において、坑内業務に従事していた者は、各人が８時間以上勤務の労

働者であった。」と供述している。 

また、被保険者名簿の記録から、昭和 26 年９月１日から同年 12 月１日ま

での期間に健康保険厚生年金保険被保険者資格を取得した者 128人の健康保険

に係る標準報酬等級は、坑外員（第１種）の多くの者が 10 級以下であるのに

対し、坑内員（第３種）の多くの者が 11 級以上であることが確認できるとこ

ろ、申立人の健康保険に係る標準報酬等級は、当該資格の取得時に 11 級であ   

ることが確認できる。 



  

さらに、ⅰ）被保険者名簿には、申立人に係る「坑内夫」欄には「外」の

記載を抹消し、「内」との訂正の記載がなされているところ、申立人の「標準

報酬等級並に適用年月日」欄の記載は昭和 28 年４月（随時改定）で終わり、

書替え後の被保険者名簿では、「申立人」欄には、書替え当初（昭和 28 年４

月）から「坑内」の記載が確認できるにもかかわらず、オンライン記録では、

厚生年金保険第３種被保険者への種別変更を同年 11 月１日に行った記録が確

認できる一方、被保険者名簿において、申立人の次欄に記載された、申立人と

同日の 26 年 11 月 26 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得している同僚に

ついては、「坑内夫」欄には、申立人と同様に「外」を抹消し、「内」との訂

正の記載がされているものの、オンライン記録及び当該同僚に係る厚生年金保

険被保険者台帳（旧台帳）では、資格取得日から資格喪失日までの全期間を通

じ厚生年金保険第３種被保険者（坑内員）であることが確認できること、ⅱ）

申立人及び被保険者名簿で申立人の次欄の同僚について、種別の変更があった

場合、被保険者名簿の「備考」欄には「種別変更の旨とその日付」が明記され

るべきであるにもかかわらず、その記載は無いことなどから判断すると、申立

人及び当該同僚に係る被保険者種別に関する記録については、種別の変更では

なく、資格取得時における被保険険者種別を第１種から第３種へ訂正したもの

と考える方が自然であることなどから、社会保険事務所（当時）において被保

険者記録の管理が適切に行われていなかったことがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者種別については、第３種被保険者として、事業主が社会保険事務所に届

出を行ったことが認められる。 

 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2326 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から 60 年６月までの期間及び同年９月から 61 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 37年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から 60年６月まで 

申 立 期 間 ： ② 昭和 60年９月から 61年３月まで 

昭和 61 年３月頃、父から「将来、年金は大変有り難いものなので、保険

料の未納期間が無いように遡って納付した方が良い。」と勧められ、父と

一緒にＡ市役所に出向き、父が私の３年分の国民年金保険料をまとめて納

付してくれた。２年分の未納分の保険料納付と、１年間の保険料前納とい

う納め方であったかもしれないが、３年分の保険料を納付したことに間違

いはない。 

その後、昭和 62 年５月に結婚してＢ市に転居し、同市役所に出向いた際

に、同市役所の窓口で国民年金保険料の未納の期間が無いか否かについて

確認したところ、当該窓口では「国民年金保険料の未納はありません。」

という回答であったので安心していたが、今回、年金事務所に年金記録を

照会したところ、申立期間について国民年金保険料を納付しているはずで

あるのに、保険料が未納であることが分かった。父が、間違いなく申立期

間の国民年金保険料を納付していたので、申立期間の国民年金保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は昭

和 61年 11月に払い出されていることが確認できること、及びＡ市の国民年金

被保険者名簿に「職適」及び「作成日 昭和 61 年 11 月 28 日」の記載が確認

できることから、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年 11 月にＡ市におい

て職権により付番されたことが推認でき、当該時点では、申立期間①のうち、



  

59 年４月から同年９月までの期間は時効により国民年金保険料を納付するこ

とができない期間である上、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、オンライン記録により、申立人の国民年金被保険者資格が昭和 62 年

10 月 15 日付けで同年５月 17 日に遡って第１号被保険者から第３号被保険者

に種別変更処理が行われたことに伴い、当初、国民年金第１号被保険者の保険

料納付済期間として記録されていた同年５月及び同年６月の国民年金保険料が

過誤納となり、申立人に還付されるべき国民年金保険料から、当該種別変更処

理が行われた同年 10月 15日時点で時効が到来していない未納期間の期首であ

る 60年７月及び同年８月の国民年金保険料に 62年 10月 19日付けで充当処理

が行われ、残金については申立人に還付されていることが確認できることから、

60 年７月以降の申立期間②を含む期間については、当該充当処理が行われた

62 年 10 月 19 日の時点までは国民年金保険料の未納期間であったことがうか

がえる。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は申立期間の国民年金

保険料の納付に関与していない上、申立人の申立期間の国民年金保険料の納付

を行ったとする申立人の父親は当時の国民年金保険料の納付についての記憶が

定かでなく、申立人の母親からも当時の具体的な供述が得られないことから、

申立期間に係る国民年金保険料の納付状況が不明であり、ほかに申立人の父親

が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当た

らない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年７月から平成２年３月まで 

私は、昭和 63 年６月末でＡ社を退職後、すぐに年金手帳を持参し、Ｂ町

役場（現在は、Ｃ市役所）で国民年金への加入手続をした。 

その後、Ｄ社で平成３年４月に厚生年金保険被保険者の資格を取得する

まで、国民年金保険料は自分名義のＥ銀行の口座から振替で納付していた

ことを記憶しており、申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年７月にＢ町で払い出されてお

り、それ以前に別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない上、同町の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録では、申立人

がＡ社の厚生年金保険被保険者の資格を喪失した昭和 63 年７月に遡って国民

年金被保険者の資格を取得していることが確認されることから、記号番号が払

い出された時点では、申立期間の国民年金保険料は過年度納付となるところ、

現年度納付のみを対象とする口座振替によっては保険料を納付することはでき

なかったものと考えられる。 

また、申立人が口座振替を行っていたとするＥ銀行の口座取引明細では、

国民年金保険料の振替が行われるのは平成２年８月以降であり、申立期間の保

険料が振り替られた形跡は見当たらないこと、及び前述の被保険者名簿の申立

期間に係る納付記録欄には、保険料が未納であることを示す「未」と記載され

ていることなどを踏まえると、申立期間の国民年金保険料が納付されていたも

のとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



  

連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年５月から 60 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月から 60年９月まで 

私は、昭和 55 年５月に会社を辞めたが、将来自営業の店舗を開店するた

めに複数の関係事業所で修業をした。厚生年金保険の加入は認められな

かったため、同年５月２日に国民年金の加入手続をＡ市役所で行った。妻

は、申立期間以前から国民年金保険料を銀行で納付しており、申立期間当

初から夫婦二人分を一緒に納付していたのに妻の保険料のみが納付済みと

され、私の分が長期間未納とされていることは考えられない。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 62 年４月に払い出されており、そ

れ以前に別の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない

上、オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名簿では、申立人はＢ社にお

いて厚生年金保険被保険者の資格を喪失した 55 年５月２日に遡って国民年金

被保険者の資格を取得していることが確認されることから、記号番号が払い出

された時点では、申立期間の大部分は時効となり、申立人は、国民年金保険料

を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、国民年金保険料は夫婦二人分を納付していたと供述して

いるところ、申立期間直後の期間について、申立人は過年度納付しているもの

の、申立人の妻は保険料を前納しているなど、納付状況等に係る申立人の主張

と符合しない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年８月から 38 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月から 38年２月まで 

Ａ市役所から今までに納めていない国民年金保険料を納付する最後の機

会であるため、保険料を納付していない期間があれば納付してくださいと

する旨の納付通知が来たので、市役所に行って、納付していない期間の保

険料を納付した。これで未納期間は無いと言われたことを記憶している。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

特殊台帳によると、申立人は、第２回の特例納付実施期間中の昭和 50 年９

月に、申立期間直後の 38年３月から 42年３月までの国民年金保険料を特例納

付していることが確認されるところ、同台帳、オンライン記録及びＡ市の国民

年金被保険者名簿では、申立人が初めて国民年金被保険者資格を取得した日は

38 年３月とされていることから、申立期間は国民年金の未加入期間となり、

特例納付することはできなかったものと考えられる。 

また、特殊台帳に記載された特例納付額等に不自然な点は見当たらないこ

と、及び前述の被保険者名簿では、申立期間について保険料の納付は不要と記

載されていることなどを踏まえると、申立期間の保険料が特例納付されたもの

とは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2330 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 45年３月まで 

申立期間当時、私の父は、Ａ町（現在は、Ｂ町）のＣ職に就任しており、

毎月、同町役場に行っていたので、父が同町役場で国民年金保険料を納付

していたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する国民年金手帳の国民年金印紙検認記録欄によると、申立

期間直前の昭和 43 年４月から同年６月までの期間及び申立期間直後の昭和 45

年度については、国民年金保険料が納付されたことを示す検認印が押されてい

るものの、申立期間については同印が押されていない上、特殊台帳、オンライ

ン記録及びＡ町の国民年金被保険者名簿のいずれにおいても、申立期間の保険

料は未納とされている。 

また、申立人は、申立期間当時、父親が自分と母親の二人分の国民年金保

険料を納付していたと供述しているところ、申立期間の始期である昭和 43 年

７月は、申立人が県外のＤ市に住所地を異動した時期であること、及び申立期

間直後の昭和 45年度及び 46年度については、申立人の母親の保険料は毎月納

付されているが、申立人の保険料は各年度分が一括納付されていることなどを

踏まえると、申立期間について、申立人の父親が申立人及びその母親の保険料

を同時に納付していたものとは認め難い。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）が無い上、申立人自身は、国民年金の加入手

続及び保険料納付に関与しておらず、保険料の納付状況等が不明であり、ほか

に申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から同年８月までの期間及び同年 10 月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年４月から同年８月まで 

② 平成４年 10月 

私が 20歳になる何年か前に、学生も 20歳から国民年金の強制加入被保険

者とされたので、母親が申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。当

時は学生の期間は保険料を納めなくても大丈夫という風潮もあったようで、

督促状が来てから、母親が納めていなかった期間の保険料を銀行で納付し、

それ以降は銀行の口座振替で納付していたようだ。 

約 20 年も前のことで、領収書やその他証明できるものは無いが、年金事

務所にも当時の詳細が分かるものが残っていないと聞いた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年９月

頃に払い出されており、それ以前に別の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない上、オンライン記録では、同年 11 月２日に、

最大限遡って納付することが可能な申立期間①直後の４年９月の国民年金保険

料が過年度納付されていることが確認できることから、この時点で申立期間①

は時効により、申立人の母親は、保険料を納付することはできなかったものと

考えられる。 

また、申立期間②については、オンライン記録では、平成６年 12 月 12 日

に、４年 10月から同年 12月までの３か月分の国民年金保険料が一旦は納付さ

れたものの、この時点で既に時効が成立していた同年 10 月分の保険料につい

ては収納することができなかったため、直近の５年１月の保険料に充当されて

いることが確認できることから、申立期間②は時効のため保険料を納付するこ



  

とはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2332 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から同年 10月まで 

私は、昭和 60 年４月に自分でＡ市Ｂ区役所へ行って国民年金の加入手続

をした。 

年金事務所で国民年金の加入時期は平成元年７月と言われたが、年金手

帳に資格取得日は昭和 60 年４月と記載されていたので、その時期に加入手

続を行い、国民年金保険料を納付していたはずなので、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人がＣ社を退職した後の平成元年

７月に払い出されており、それ以前に別の記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらない上、Ａ市の国民年金被保険者名簿及びオンラ

イン記録では、申立人が国民年金の強制加入となる昭和 60 年４月に遡って国

民年金の被保険者資格を取得していることが確認されることから、記号番号が

払い出された時点では、申立期間は時効となり、申立人は、国民年金保険料を

納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 60 年 10 月から平成元年１月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生   

    住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月から平成元年１月まで 

申立期間当時、私は大学生であったが、私の父が私の国民年金保険料を納

付していたはずなので、申立期間の国民年金保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

平成５年９月 24 日に払い出されたことが確認でき、当該払出時点においては、

申立期間の国民年金保険料は時効により納付できない期間であり、それ以前に

別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

また、申立人及び申立人の姉の国民年金保険料については、申立人の父親

自身が納付してきたと供述しているが、申立人は、申立期間のうち、昭和 60

年＊月から 63 年３月までの期間は、学生であったとしていることから、国民

年金の任意加入期間であったと考えられるところ、申立期間において国民年金

の強制加入期間であった申立人の姉の国民年金手帳記号番号は、前述の払出簿

の記録から、平成元年２月 13 日に払い出されたことが確認でき、オンライン

記録によると、当該払出時期以降に、昭和 62 年７月まで遡って国民年金保険

料を納付したことが確認できることから、申立期間当時、申立人の姉は申立期

間については未納であり、その一方で、申立人の父親が申立人の申立期間の国

民年金保険料のみを納付していたとは考え難い。 

なお、申立人の父親は、申立人の国民年金保険料を納付していたので、自

身も国民年金に加入し、保険料を納付しなければと思い、会社を退職後、すぐ

に自身の国民年金の加入手続を行ったと供述しているところ、オンライン記録



  

により、申立人の父親は、会社を退職した後の、申立期間の一部期間と重複す

る昭和 60年６月から 61年３月までの期間は、被用者年金各法による老齢年金

受給資格期間を満了した者であるため、国民年金の任意加入期間であり、この

期間については国民年金の未加入期間とされていることが確認でき、申立人の

父親が国民年金に加入したのは上記の老齢年金受給資格期間を満了した者も国

民年金の強制被保険者に該当するものとして制度が変更された 61 年４月であ

る。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年８月から 58年頃までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 34年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 58年頃まで 

 20 歳になった当時、私は、国民年金のことをよく知らなかったので、自

分で国民年金の加入手続を行ったことは無く、両親からも、両親が私の国

民年金の加入手続を行ったということを聞いた記憶は無い。夫の大学院進

学のためにＡ市に居住していた時に、社会保険事務所（当時）から、国民

年金保険料の未納分の納付通知書が届いたが、その納付額が何十万円とい

う高額であったので、分割して納付できるようにしてもらい、数回に分け

て納付した。国民年金保険料の未納の通知があったのはこの１回だけであ

り、申立期間の保険料が未納となっているとは思っていなかったので、こ

のときの領収書などは保管していない。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 63 年７月末頃から同年８月中頃ま

での期間に、Ａ市において払い出されたものと推認され、オンライン記録によ

り、同年４月に申立人の夫がＢ共済組合に加入したことに伴い、申立人の国民

年金第３号被保険者資格の取得手続が同年８月に行われていることが確認でき、

当該払出時点では、申立期間は既に時効により国民年金保険料を納付できない

期間である上、申立人は、20 歳になった当時は、国民年金の加入手続を行っ

たことは無い旨供述しており、上記払出時期以前に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、「Ａ市に引っ越した後、社会保険事務所から国民年金保

険料の未納分を納付するよう通知があり、保険料を数回に分割して納付し

た。」と供述しているところ、オンライン記録により、申立人は、昭和 61 年



  

７月から 63 年３月までの国民年金保険料を遡って過年度納付していることが

確認できることから、申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出された後、国

民年金保険料が未納であった期間について、過年度納付が可能な時期まで遡っ

て納付したものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和61年10月から63年12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 41年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月から 63年 12月まで 

申立期間当時は学生であったが、大学卒業後、平成元年４月に会社に入社

した際に厚生年金保険に加入した。年金手帳の交付を受けた後、これまで未

納だった学生時代の国民年金保険料を納付するため、同年４月頃にＡ町（現

在は、Ｂ町）役場に行き、国民年金の加入手続を行った。自宅に国民年金保

険料の納付書が送られてきたので、未納保険料を郵便局か銀行で一括納付し

た。当時、就職したばかりだったが、老後のことを考え、給与が振り込まれ

ていた銀行口座からまとめて引き出し、同年５月から同年８月頃までの期間

に十数万円を納付したと記憶している。当時納付した際に、大金を納付する

のに領収書が無いのかと疑問に思ったことを記憶しているので、現在、領収

書などは所持していないが、確かに申立期間の保険料を納付したと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、

平成３年１月頃に、Ａ町役場において払い出されたものと推認されることから、

当該払出時点において、申立人は国民年金の加入手続を行ったものと考えられ

る上、申立人は、現在所持する年金手帳のほかに年金手帳を所持したことは無

いと供述しており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間については、大学に在学中であり、本来は国民

年金の任意加入期間であるため、遡って国民年金に加入できない期間であるも

のの、国民年金被保険者名簿及び申立人が所持する年金手帳により、申立人は、

昭和 61年 10月に遡って、強制加入被保険者である国民年金第１号被保険者資



  

格を取得していることが確認でき、オンライン記録により、申立期間直後の平

成元年１月から大学を卒業する同年３月までの期間について、国民年金保険料

を過年度納付していることが確認できることから、申立人は、国民年金手帳記

号番号が払い出された後、国民年金保険料の未納期間について、過年度納付が

可能な期間まで遡って納付したものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2336 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年９月及び同年10月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 31年生   

住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年９月及び同年10月 

「ねんきん定期便」では、申立期間は国民年金保険料が納付されていな

い期間とされているが、私の妻は当該期間の国民年金保険料を納付してお

り、妻が役場の窓口で私の分と合わせて二人分の国民年金保険料を納付し

た記憶があるので、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が国民年金保険料を納付した際、夫婦二人分の国民

年金保険料を納付したと供述しているが、申立人が提出した家計簿の平成４年

２月17日の欄の、平成３年度国民年金保険料の納付月数及び納付金額の記載か

ら判断して、一人分の国民年金保険料のみを納付していることがうかがえる。 

また、オンライン記録により、申立人の申立期間に係る国民年金の加入記録

は、平成11年９月13日に、保険料未納との記録が追加されていることが確認

でき、当該時点以前において、申立期間は国民年金の未加入期間として記録

されていたことがうかがえる。 

さらに、オンライン記録及びＡ町作成の国民年金被保険者名簿において、申

立人の申立期間の国民年金保険料の納付記録は確認できず、ほかに申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

 

福岡国民年金 事案 2337 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 39年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月及び同年５月 

 昭和 63 年の終わり頃、Ａ市役所から「昭和 61 年４月から国民年金制度

が変わり、国民年金が強制加入になった。」との通知を受けたので、自宅

近くの同市役所Ｂ支所でパスポートを持参して国民年金の加入手続を行っ

た。その際に、同支所の窓口で、申立期間である 61 年４月及び同年５月の

２か月分と 62 年６月から 63 年３月までの 10 か月分の合わせて 12 か月分

の保険料を納付した。 

しかし、「ねんきん定期便」では、申立期間は未納であるとのことで

あったので、納付記録の訂正を求めたところ、年金事務所は、「申立期間

は、時効により納付できない期間である上、納付したとする昭和 61 年度及

び 62 年度については、市役所の支所では納付することはできない。」との

回答を受けたが、国民年金の加入手続を行った際、市役所の支所の窓口で、

時効に関係なく保険料を納付することができると聞いたので、保険料を納

付した記憶がある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 63年 12月３日にＡ市で払い出されていることが確認でき、この時点では、

申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない期間である上、

それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

また、申立人は、「申立期間である昭和 61 年４月及び同年５月の２か月分



  

と 62 年６月から 63 年３月までの 10 か月分の合わせて 12 か月分の保険料は、

平成元年３月に、自宅近くにあったＡ市役所Ｂ支所にパスポートを持参して

国民年金の加入手続を行った際、同支所の窓口で納付したことを記憶してい

る。」と供述しているものの、管轄年金事務所が保管する申立人に係る国民

年金保険料領収済通知書から、昭和 62 年６月から 63 年３月までの 10 か月分

の保険料は、Ｃ郵便局において平成元年３月 13 日に納付されていることが確

認できる上、当該期間は、納付された時点において過年度納付となることか

ら、市役所（同支所を含む。）においては納付することができない期間であ

る。 

さらに、申立人に係る昭和 62 年６月から 63 年３月までの国民年金保険料

納付書は、管轄の社会保険事務所（当時）において、平成元年１月 23 日に他

の被保険者分と共に一括して作成されていることから、申立人については、

昭和 63 年 12 月にＡ市役所において国民年金の加入手続が行われた後、社会

保険事務所において国民年金の被保険者資格を確認した上で当該納付書が作

成されたものであると考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3388（事案 831の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 20年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月１日から 39年５月１日まで 

② 昭和 45年 10月１日から 48年７月１日まで 

 Ａ社に勤務していた昭和 36 年 10 月１日から 42 年３月１日までの期間、

及びＢ事業所に勤務していた 45 年 10 月１日から平成 17 年３月１日までの

期間に係る標準報酬月額の記録は、各事業所から支給を受けていた給与額

よりも低い金額となっているとして年金記録確認第三者委員会に申立てを

行ったところ、Ｂ事業所に勤務していた期間のうち、81 か月分の年金記録

のみの訂正しか認められなかった。 

 今回、新たな資料は無いが、両事業所に係る標準報酬月額の記録につい

ては、私の記憶する昇給時期よりも遅い時期に改定されているため、結果

的に低い標準報酬月額が記録されていると思われる。前回の申立期間の一

部を変更して、再度申し立てるので、調査の上、年金記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、前回の申立期間である昭和 36 年 10

月１日から 42 年３月１日までの期間におけるＡ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿とオンライン記録とを照合した結果、申立人の当該期間の

標準報酬月額は、事業主からの届出に基づく金額が記録されたものと判断で

きるなどとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21年３月 19日付けで年

金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、再申立てに当たり、前回の申立期間を短縮して変更し

ているものの、新たな資料等は提示していない。 

また、法人登記簿により、Ａ社は平成 15 年５月 31 日に既に解散してい



  

ることが確認できるところ、申立期間①当時の事業主が死亡した後に、代表

取締役に就任した元代表取締役の連絡先が新たに判明し、当該元代表取締役

から、同人が保管していた申立人の申立期間①を含む期間に係る「健康保険

厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被

保険者標準報酬改定通知書」の提供を受け、その内容を確認した結果、これ

ら通知書に記載されている申立人の標準報酬月額は、それぞれ、前述の被保

険者名簿及びオンライン記録上の標準報酬月額と一致することが確認できる。 

さらに、当該元代表取締役は、「申立期間①は、私がＡ社に勤務する前

の時期ではあるが、届け出た標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を上回る

保険料額を給与から控除することはあり得ない。」と回答している。 

 

２ 申立期間②に係る申立てについては、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額

を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を算定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ｂ事業所が保管する賃

金台帳において確認できる保険料控除額から判断できることなどとして、

既に当委員会の決定に基づき、前回の申立期間である昭和 45 年 10 月１日

から平成 17 年３月１日までの期間のうち、48 年７月から同年９月までの期

間、49 年４月から同年６月までの期間、51 年４月から同年７月までの期間、

52 年４月から同年６月までの期間、53 年４月から同年９月までの期間、54

年４月から同年９月までの期間、55 年４月から同年９月までの期間、56 年

４月から同年９月までの期間、57 年４月から同年９月までの期間、59 年４

月から同年９月までの期間、61 年４月から同年９月までの期間、平成元年

４月から同年９月までの期間、２年４月から同年９月までの期間、４年４

月から同年９月までの期間、７年４月から同年９月までの期間、10 年８月

及び同年９月の計 81 か月については、年金記録の訂正を行う必要があると

して、21 年３月 19 日付けで通知が行われ、既に年金記録の訂正が行われて

いる。 

今回、申立人は、再申立てに当たり、申立期間②を前回の申立期間のうち

年金記録の訂正が認められなかった一部期間に変更しているものの、新た

な資料等は提示していない。 

また、申立期間②のうち、昭和 48 年１月１日から同年７月１日までの期

間について、改めて検証した結果、事業主が保管する申立人に係る賃金台

帳において確認できる厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、

申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録



  

上の標準報酬月額と一致することが確認できることから、特例法による保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

さらに、申立期間②のうち、昭和 45 年 10 月１日から 46 年４月１日まで

の期間については、申立人の主張する標準報酬月額、前述の被保険者名簿

及びオンライン記録上の標準報酬月額は同額であること、及び 46 年４月１

日から 48 年１月１日までの期間については、事業主に改めて照会しても、

当該期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額を確認できる賃金台

帳等の関連資料は保管していないとの回答しか得られないことから、申立

てに係る事実を確認できない上、事業主は、「申立期間②当時においては、

社会保険の手続は死亡した先代の事業主が行っていたと思うが、届け出た

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を上回る保険料額を給与から控除す

ることはなかったと思う。」と回答しており、このほか、同日から同年７

月１日までの期間を除く申立期間②において、申立人が主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3389（事案 2337の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生   

    住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年６月頃から３年９月頃まで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記

録が無かったため、年金記録確認第三者委員会に申し立てたが、記録の訂

正は認められなかった。 

今回、新たな資料として、Ａ社Ｂ営業所における申立期間後の給与明細

書を提出するので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、雇用保険の被保険者記録及びＡ社Ｂ営業

所が保管する従業員名簿並びに申立人が所持する平成元年６月 30 日から３年

９月 10 日までの期間に係る銀行預金通帳の給与振込記録から判断すると、申

立人が申立期間においてＡ社Ｂ営業所に勤務していたことは推認されるものの、

ⅰ）オンライン記録により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる複数の者の供述から判断すると、申立事業所では、全ての従業員を必

ずしも厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえること、

ⅱ）申立期間当時、申立事業所が加入していたＣ健康保険組合及びＤ厚生年金

基金では、申立人の被保険者記録又は加入員記録は確認できないと回答してい

ること、ⅲ）オンライン記録によれば、申立人は、申立期間を含む元年５月か

ら３年９月までの期間において国民年金保険料の免除を受けていることが確認

できること、ⅳ）前述の銀行預金通帳の給与振込記録からは、申立人が申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることは確認で

きないことなどとして、既に当委員会の決定に基づき 22年６月 10日付けで年

金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 



  

   今回、申立人は、厚生年金保険料控除の事実を示す資料として、新たに、申

立期間とは異なる期間である平成４年８月から 10 年７月までの期間に係る給

与明細書を提出して、再度申立てを行っているものの、当該給与明細書をもっ

て、申立期間においても厚生年金保険料が給与から控除されていたと推認する

ことはできない。 

   また、オンライン記録により申立事業所における厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる複数の者に改めて照会しても、申立人の申立期間における厚生

年金保険の加入状況等に関する具体的な供述は得られない。 

そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3390 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年５月１日から同年 11月１日まで 

Ａ社に勤務していた平成６年３月 23 日から７年 10 月 31 日までの期間の

うち、申立期間の標準報酬月額が、年金事務所の記録では、20 万円になっ

ている。申立期間当時、私は、当該事業所から毎月 30 万円の給与の支給を

受けていたので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「当時、Ｂ市からＣ市に転勤した際、給与支給額が 30 万円に上

がったので、給与から控除される厚生年金保険料も高くなった。」と申し立て

ているところ、申立人が名前を挙げた、オンライン記録によりＡ社の関連事業

所における厚生年金保険の被保険者記録のみが確認できる申立期間当時の上司

であったとする者は、「当時、申立人の給与支給額については、Ｃ市への転勤

に当たって、Ｂ市での給与支給額と同額では生活できないということで、私が

社長と相談して給与支給額を 30 万円に上げてもらった。」と供述しているも

のの、Ａ社の当時の事業主は、「Ａ社は既に解散しており、賃金台帳等の関連

資料は保管していない。しかし、申立期間当時、年金事務所の記録どおりの標

準報酬月額に見合う厚生年金保険料を給与から控除していたはずである。」と

回答している。 

また、前述の上司が申立事業所の実質的な経営責任者であったとする者に

照会しても回答は得られない上、オンライン記録により申立事業所に係る厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる、社会保険事務を担当していたとする者

を含む複数の者に聴取しても、厚生年金保険料の控除等に関する具体的な供述

は得られないことから、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険

料の控除額等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 



  

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3391 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 18日から 37年７月 25日まで 

私及び弟二人は、Ａ社に入社した日も退社した日も同日であったが、年

金事務所の記録では、私のすぐ下の弟の厚生年金保険被保険者資格の喪失日

は、私の資格喪失日より後の昭和 37年７月 25日となっている。 

私及び弟二人の中でＡ社に一番長く勤務していたのは、むしろ私であっ

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私及び弟二人は、一緒にＡ社に入社し、退社した日も同日で

あり、年金事務所の記録では、私のすぐ下の弟の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は昭和 37年７月 25日となっているので、私も、私のすぐ下の弟と同様、

同日の前日までの期間において勤務していたはずである。」と申し立てており、

申立人の末の弟も、「私及び兄二人は、一緒にＡ社を退職した。」と供述して

いるものの、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び被保険者原票

によれば、申立人及び申立人の弟二人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、

昭和 35年４月 11日と同日であることが確認できるのに対し、同資格の喪失日

は、申立人の末の弟が同年 11 月２日、申立人が 36 年２月 18 日、及び申立人

のすぐ下の弟が 37年７月 25日とそれぞれ異なっており、当該記録は、オンラ

イン記録と一致している。 

また、申立事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

おり、当時の事業主も死亡している上、前述の被保険者名簿により、申立期間

において、申立事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の

同僚のうち一人は、「申立人及び申立人の弟二人についての記憶はある。当該

兄弟３人は、Ａ社に勤務していた途中から請負で仕事を始めるために、時期は



  

分からないが、３人一緒に同社を退職したと思う。３人は、Ａ社を退職してか

らも同社の仕事を請け負っていた。」と供述し、他の一人は、「申立人及び申

立人の弟二人についての記憶はあるが、当該３人がＡ社を退職した時期につい

ての記憶は無い。」と供述しているほか、申立期間中に申立事業所において厚

生年金保険被保険者の資格を取得している別の複数の者に聴取しても、「従業

員の中に申立人はいなかった。申立人の二人の弟についても知らない。」と供

述していることから、申立人の申立期間における勤務実態、厚生年金保険の加

入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得

ることができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、申立人は、「私の方が私の弟二人より長く、Ａ社に勤務してい

た。」と申し立てており、申立人のすぐ下の弟は、厚生年金保険被保険者資格

の喪失日が昭和 37年７月 25日と記録されているが、前述の被保険者原票にお

いて 35年 10月 10日から 37年４月９日までの期間において、傷病手当金を受

給していることが確認できることから判断すると、申立人が資格喪失した 36

年２月 18 日時点において、当該申立人の弟が申立事業所に出勤していたとは

考え難い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3392 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 29年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年２月から同年４月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者記録について照会した

ところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）に接客係として勤務していた申立期間の被

保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間当時、当該事業所には試用期間があったが、私は特別に入社後

約１週間で、社会保険に加入させてもらった記憶があるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の支配人で上司であったとする者の姓を記憶しており、同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立期間当時に当該上司が

厚生年金保険の被保険者であったことが確認できることから判断すると、期間

の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当社が保管している健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得届において、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を取得してい

ることは確認できなかった。」と回答しているところ、同社が提出した申立期

間及びその前後の期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届（昭和

55 年９月 18 日付け及び 56 年３月 12 日付けの社会保険事務所の受付印有り）

では、昭和 55 年９月１日付けで厚生年金保険被保険者の資格を取得した被保

険者及び 56 年３月１日付けで同資格を取得した被保険者の健康保険被保険者

証の番号が連番であり、申立人の氏名は確認できない上、当該被保険者資格取

得届の記載内容は前述の被保険者名簿の記録と一致している。 

また、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は

確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落



  

したものとは考え難い。 

   さらに、当時の事業主は死亡している上、申立人が姓を記憶している上司で

あったとする支配人及び同僚一人については、当該上司は既に死亡しており、

同僚一人は、前述の被保険者名簿では厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ず、連絡先が不明であることから、申立人の申立期間における厚生年金保険の

加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる供述を得ることがで

きない。 

   加えて、申立人の申立期間における雇用保険の被保険者記録は確認できない

上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

また、申立人は、申立期間④について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和６年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月１日から 26年３月 15日まで 

② 昭和 61年９月 20日から同年 10月 15日まで 

③ 平成４年１月１日から同年２月１日まで 

④ 平成７年１月１日から８年８月９日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について確認したところ、申立

期間①、②及び③の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間①については、Ａ社に勤務していた期間中の昭和 25年 10月１日

に、業務に必要な国家資格を取得したことは間違いない。 

申立期間②については、Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日

が昭和 61 年 10 月 15 日に、申立期間③については、Ｃ社における同資格の

取得日が平成４年２月１日になっているが、両事業所とも実際はその前か

ら勤務している。 

申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間④については、Ｃ社に勤務していた期間のうち、申立期間

④に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与支給額に見合う標準

報酬月額より低い金額で記録されているので、申立期間④に係る標準報酬

月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、Ｄ県に所在していたＡ社に勤務し、同



  

社に勤務していた期間中に業務に必要な国家資格を取得したと申し立ててい

るところ、法人登記簿によれば、申立人が記憶する事業所の所在地に、Ｅ社

の名称で昭和 22年３月 26日に設立されていることが確認でき、当該法人登

記簿には申立人と氏名１字が相違している「Ｆ」が役員として記録されてい

ること、及び申立人に係る国家資格を管理している国の所管省担当局の記録

において、申立人が 25年 10月１日付けで当該資格を取得していることが確

認できることから判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が同社

に勤務し、その主張する業務に従事していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｅ社は、適用事業所名簿において厚生年金保険の適用事

業所に該当していないことが確認でき、当時の事業主は死亡している上、申

立人が記憶する同僚と同姓同名の者の連絡先は不明であり、照会することが

できないことから、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除等に

ついて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

また、申立人及び前述の同姓同名の者に係る厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）では、Ｅ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、

申立人は、申立事業所において、厚生年金保険被保険者証の交付を受けてい

ないと供述しているところ、厚生年金保険被保険者番号払出簿により、Ｅ社

において、申立人に厚生年金保険被保険者番号が払い出された事情もうかが

えない。 

さらに、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録及びＢ社が加入するＧ厚

生年金基金における申立人の加入員記録により、申立人の同社における被保

険者資格及び加入員資格の取得日は、いずれも昭和 61 年 10 月 15 日である

ことが確認でき、当該記録は、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の記録と一致している。 

また、Ｂ社の事務担当者は、「通常、当社では、試用期間を設けておら

ず、入社後すぐに社会保険の加入手続を行っている。当社が保管する申立人

に係る『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書』で確認できる雇用保険被

保険者資格の取得日（昭和 61 年 10 月 15 日）が申立人の入社日であったと

思う。当時の事業主は既に死亡しており、申立人の主張する内容を確認でき

る資料は無く、詳細は不明である。」と供述している上、申立人が申立期間



  

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認

できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

３ 申立期間③については、雇用保険の被保険者記録により、申立人の雇用保

険被保険者資格の取得日は、平成４年２月１日であることが確認でき、当該

記録は、オンライン記録と一致している。 

また、Ｃ社の当時の事業主に照会したところ、当該事業主は、「当時の会

計帳簿等は保管していないが、社会保険関係の事務手続は社会保険労務士に

委託しており、適正に行っていた。厚生年金保険に加入させていない者の給

与から厚生年金保険料は控除していない。」と回答している上、同社の社会

保険関係事務を受託していた社会保険労務士は、「Ｃ社の従業員に係る厚生

年金保険、雇用保険、健康保険等の社会保険の加入手続は、従業員の入社と

同時に行っていた。」と供述している。 

さらに、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間③に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

４ 申立期間④については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、申立人は、当該期間に係るその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる給与

明細書等の資料を所持しておらず、Ｃ社は、適用事業所名簿において平成

10 年 11 月５日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが

確認できる上、当時の事業主は関連資料を保管していないことから、申立人

の当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料額について確認できる関連

資料を得ることができない。 

また、Ｃ社の当時の事業主は、「申立人の源泉所得税が高額にならない

ように、申立人の賃金額を低く設定した上で、別途、厚生年金保険料控除の

対象としていなかった交際費を申立人に支給していた。当社が社会保険関係

の業務を委託していた社会保険労務士は、低額に設定していた賃金額を基に



  

社会保険事務所（当時）に対して従業員に係る報酬月額の算定基礎届及び月

額変更届等の届出を行っていた。」と回答している上、同社の社会保険事務

を受託していた前述の社会保険労務士は、「Ｃ社の従業員に係る報酬月額の

算定基礎届及び月額変更届等を社会保険事務所に提出する際は、賃金台帳を

基に届出書を作成していた。」と供述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事

業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間④について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 12月 12日から 27年３月１日まで 

             ② 昭和 27年６月１日から 30年頃まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ事業所

（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの

回答があったが、同事業所に勤務していたことは事実であるので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「申立人に係る関係資料等は保存しておらず、申立ての事実を確

認できない。」と回答している上、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、

Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間において、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者は、既に死亡しているなどの理由

により、申立人の申立期間における勤務実態について供述を得ることができな

い上、申立人は、自身が名前を挙げた同僚は全て先輩社員で、自身が退職した

昭和 30 年頃の時点では、全員が在籍していたと供述しているものの、唯一姓

名を記憶する同僚の一人は申立期間①中に、姓のみを記憶する者と同姓の二人

は申立期間②中に、それぞれ厚生年金保険被保険者の資格を喪失しているなど、

各人の厚生年金保険の被保険者記録と申立内容は符合せず、申立期間において、

申立人の勤務実態を推認することができない。 

また、前述の被保険者名簿では、申立人は、昭和 24 年５月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、25 年 12 月 12 日に同資格を喪失し、27 年３月

１日に再度同資格を取得し、同年６月１日に再度同資格を喪失しており、申立

期間において、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、２回

の同資格の喪失に当たり、健康保険被保険者証が返納されたことを示す「返



  

納」の記録も確認できる。 

さらに、前述の被保険者名簿により、申立期間当時、厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる同僚の一人が、「事業主（故人）は人格者で、事務担当

者（故人）もしっかりした者であった。申立期間当時、正社員のほかに請負業

者が出入りし、その出入りが激しかった。」と供述し、現在の事業主が、「当

時の事業主は人格者で、事務担当者もしっかりした者であった。当時の事業主

は、出入りしていた職人を在籍期間だけ厚生年金保険に加入させていた可能性

があるのではないか。」と供述し、申立人が臨時社員と記憶する同僚４人につ

いても厚生年金保険の被保険者記録が確認できるところ、前述の被保険者名簿

により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚 23 人

のうち、８人（申立人が臨時社員と記憶する同僚４人を含む。）について、申

立人と同様に、申立事業所に係る厚生年金保険の被保険者期間が継続していな

いことが確認できる上、被保険者期間が継続していない期間が短期間である者

も複数確認できることなどから判断すると、事業主は、従業員について、業務

の繁閑等に応じた勤務実態に対応して厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪

失の手続を行っていた事情がうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3395（事案 766、1773の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正６年生    

    住    所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 21年５月１日まで 

    昭和 16 年にＡ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社）に営業職として入社し、途中、

兵役に就いたり、同社Ｄ支店へ転勤となったこともあるが、47 年にＥ社へ

移るまでの期間において、一度も退職することなく当該事業所に勤務した。 

それにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が無い期間があった

ため、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を求めたところ、当該期間

のうち、昭和 25 年４月５日から 28 年 10 月１日までの期間及び 30 年３月

28 日から同年４月１日までの期間については、被保険者記録の訂正が必要

であると認められたものの、申立期間については、年金記録の訂正が認め

られなかった。 

その後、永年勤続表彰の記念写真が見付かり、勤務していたことは間違

いないとして、再度申し立てたが、申立期間の被保険者記録の訂正は認め

られなかった。 

今回、Ａ社Ｂ事業所が発行した採用通知書、退職の通知書及び戦時中に

功績のあった者に下賜された国債等が見付かったので、再度調査の上、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

なお、厚生年金保険制度の開始が昭和 19 年 10 月１日なので、申立期間

を当該年月日からに変更して申し立てる。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社Ｆ事業所が保管する人事記録か

ら、申立人が昭和 16 年７月８日にＡ社Ｂ事業所に入社していることは確認で



  

きるものの、厚生年金保険に事務職が加入できるようになったのは、19 年 10

月１日からであり、申立人は、その職務内容から、同日以前に厚生年金保険の

被保険者となることはできなかったと考えられること、ⅱ）厚生年金保険制度

が開始された同年 10 月１日の時点では、申立人は、同社の外国の事業所に勤

務していたことから、「外地法人に勤務する者」に該当し、厚生年金保険の被

保険者となることはできなかったと推認されること、ⅲ）申立人に係る帰還証

明書から、申立人は兵役解除後の 20 年 11 月にＧ県に帰還していることが確認

できるものの、当該人事記録における職名は、21 年４月 25 日から記載が開始

されている上、厚生年金保険被保険者番号払出簿の記録から、同年５月１日に、

申立人に係る厚生年金保険被保険者記号番号が初めて払い出されていることが

確認できることなどとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年３月６日

付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

   その後、申立人の申立事業所における永年勤続者表彰記念時に撮影した写真

３葉により、申立期間について申立事業所に勤務していたと再度申立てを行っ

ているが、同写真により昭和 16 年から当該事業所に勤務していたことは、改

めて認められるものの、同写真における同僚の氏名が不明であり、申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について、申立事業所及び同僚等からの新たな供

述を得ることはできず、これらは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

とは認められず、平成 22 年２月 10 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言

えないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、新たにＡ社Ｂ事業所が発行したとする採用通知書及び退職

に係る通知書等を提示して再度申立てを行っているが、当該資料から、申立人

が申立期間に当該事業所に勤務していたことは認められるものの、申立期間に

おける厚生年金保険料の控除については確認できない。 

   また、改めてＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人が名

前を挙げた同僚と同時期に払い出された厚生年金保険被保険者番号等を再確認

したところ、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認でき

ず、そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3396 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 12年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年４月から同年 10月１日まで          

私の父の元同僚の紹介でＡ社に入社し、技術者の助手として約６か月の

間勤務した。当時の私の勤務状況等については、私の父の元同僚で同社の

現場長であった者が全て承知しているので、調査の上、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたと申し立てているところ、

申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人の厚生

年金保険の被保険者記録は、昭和 31 年 10 月１日から同年 10 月 15 日までの

期間において確認できるが、当該期間以外の被保険者記録は確認できない。 

   また、申立人が名前を挙げた申立人の父親の元同僚で申立事業所の現場長で

あったとする上司は、「申立人がＡ社に入社した時期については記憶してい

ない。申立人が同社の正社員だったか否かについても記憶していない。」と

供述している上、前述の被保険者名簿において申立期間当時に厚生年金保険

の被保険者記録が確認できる同僚で連絡の取れる者はほとんどおらず、唯一

連絡の取れた同僚は、申立人の名前は記憶に無いと供述しており、申立人の

申立期間における勤務実態が確認できない。 

さらに、申立人には、給与からの厚生年金保険料の控除についての記憶は無

い上、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の

事業主及び経理担当者は既に死亡していることから、事業主による厚生年金保

険料の控除について確認できない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申



  

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和５年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から同年７月１日まで 

大学卒業後、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が

確認できない。 

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の経理担当者であったとする同僚が、「申立人はＡ社に勤務してい

た。」と供述していること、及び申立事業所に係る事業所別被保険者名簿によ

り昭和 28 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確

認できる複数の同僚も、「申立人とは同期の入社であった。」と供述している

ことから判断すると、申立人が申立期間において申立事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、申立人が「昭和 28 年６月の初旬に退職の意思を会社に伝え

た。」と供述しているところ、申立事業所の庶務担当であったとする同僚及び

前記の経理担当であったとする同僚は、いずれも「当時、入社後すぐに退職す

る従業員がいることが社内で問題となり、入社後３か月程度で退職する従業員

は厚生年金保険に加入させなかった記憶があり、申立人についても厚生年金保

険に加入させない取扱いを行った記憶がある。」と供述している上、厚生年金

保険被保険者記号番号払出簿において、申立人と同期入社であるとされ、昭和

28 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる

５人の同僚を含む被保険者（申立事業所とは別の事業所における被保険者）の

記号番号は連番であり、当該同僚の前後の記号番号の被保険者が同年５月 15

日に被保険者資格を取得していることが確認できることから判断すると、当時、



  

申立事業所では、従業員について必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入さ

せていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により申立事業

所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できず、厚生年金保険被保険者記

号番号払出簿において上記同期入社の同僚に付番され連続した厚生年金保険被

保険者記号番号の前後の記号番号に申立人に係る記号番号が無い上、申立人が

「申立期間において、Ａ社から健康保険被保険者証が発行された記憶が無

い。」と供述していることから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   さらに、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってお

り、当時の関係資料等が無い上、当時の事業主は既に死亡していることから、

申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和23年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和42年１月１日から同年４月23日まで 

             ② 昭和42年11月26日から43年11月１日まで 

             ③ 昭和45年５月１日から46年11月１日まで 

申立期間①及び②については、公共職業安定所の紹介で、Ａ県に所在し

たＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務しており、同社における勤務期間中に、お

盆を２回迎えた記憶がある。 

申立期間③については、公共職業安定所の紹介で、当時のＤ県Ｅ市Ｆ区

に所在のＧ社に勤務しており、同社において約１年６か月間勤務したにも

かかわらず、同社における被保険者期間が１か月間しか確認できないこと

に納得できない。 

なお、上記の被保険者期間１か月間については、昭和47年５月６日から

同年６月20日までの期間であるが、当該期間は、既に結婚しており、当時

のＥ市Ｈ区で生活していたことから、Ｇ社では勤務していないはずである。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、雇用保険の被保険者記録により、申立人のＢ

社における雇用保険被保険者資格の取得日は昭和42年４月23日であり、同

年11月25日に離職していることが確認でき、当該被保険者資格の取得日及

び離職日は、同社に係る厚生年金保険被保険者原票における申立人の厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日と符合している。 

    また、Ｃ社が保管する健康保険組合の被保険者台帳により、申立人の健康

保険被保険者資格の取得日は昭和42年４月23日であり、同資格の喪失日は

同年11月26日であることが確認でき、当該記録においても、前述の雇用保

険の被保険者記録及び厚生年金保険被保険者原票における申立人の記録と

符合している。 



  

    さらに、Ｃ社は、「申立期間①及び②当時の人事記録、賃金台帳は保管し

ておらず、申立人の申立期間における勤務実態等については不明であ

る。」と回答している上、前述の被保険者原票から、申立期間①及び②当

時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会しても、

当該同僚から申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況等につい

ての供述を得ることができないことから、申立人の当該期間における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を

得ることができない。 

 

  ２ 申立期間③について、申立人は、昭和45年５月１日からの期間においてＧ

社に勤務したと供述しているところ、同社の法人登記簿謄本から、同社の

法人設立日は同年10月12日であることが確認できる上、適用事業所名簿に

より、同社は46年１月１日から厚生年金保険の適用事業所に該当すること

になっていることから、申立期間③の一部期間である45年５月１日から46

年１月１日までの期間について、同社は厚生年金保険の適用事業所ではな

かったことが確認できる。 

  また、申立期間③について、申立人のＧ社における雇用保険の被保険者記

録は確認できず、前述の登記簿謄本から、Ｇ社は昭和51年９月１日に解散

しており、当時の事業主は既に死亡し、法人解散時の取締役は、「当時の

ことは分らない。」と回答している上、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚

に照会しても、当該同僚から申立人の申立期間③における厚生年金保険の

加入状況等についての供述を得ることができないことから、申立人の申立

期間③における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認できる

関連資料及び供述を得ることができない。 

さらに、申立人は、「昭和47年１月に結婚し、当時のＥ市Ｈ区に転居し

たことから、同年５月から１か月間については、当時の同市Ｆ区に所在の

Ｇ社に勤務していないはずである。同社には１年半の期間において勤務し

たにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が１か月間で有るはずも

無い。」と主張しているが、申立人の主張を確認できる周辺事情は見当た

らない。 

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


